
  

  

 

総務消防常任委員会会議録 

 

１ 日 時       令和３年６月１４日（月） 

         午前９時５６分～午前１０時４９分 

 

２ 場 所       第１委員会室 

 

３ 出 席 委 員       委 員 長 菊地  忍 副委員長 板 橋 美 保 

         委  員 熊 谷 克 彦 委  員 齋  浩 美 

         委  員 吉 田  良 委  員 丹 野 政 喜 

         委 員 佐 藤 正 博 

 

４ 欠 席 委 員       なし 

 

５ 説明のため  総 務 部 長 桜 井 淳 一 

  出席をした  生 活 経 済 部 長 大久保啓二 

  者の職氏名  総務部次長兼財政課長 佐 藤  恭 

         中小企業等支援対策室長 阿 部 克 法 

 

６ 事務局職員  主幹兼議事調査係長 佐 藤 恵 子 

主       査 工 藤 旭 子 

 

 

７ 付 議 事 件       

 （１）陳情第１号 名取市所有の土地の借用についての陳情 
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午前９時５６分 開会 

○委員長（菊地 忍） 出席委員は、定足数に達しておりますので、委員会条

例第 14条の規定により委員会は成立いたしました。 

 ただいまから、総務消防常任委員会を開会いたします。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 本日の会議は、お手元に配付の委員会次第書のとおりであります。 

 この際、諸般の報告をいたします。 

 委員会条例第 19条の規定により、総務部長及び生活経済部長等の出席を求め

ておりますので、報告をいたします。 

次に、本日の会議に係る一切の資料を、お手元に配付しておきましたので

御了承願います。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 これより、付議事件（１）陳情第１号 名取市所有の土地の借用についての陳

情を議題といたします。 

 これより、陳情第１号 名取市所有の土地の借用についての陳情に係る執行

部からの聞き取り調査を行います。 

 この際、陳情調査の進め方について申し上げます。 

 初めに、執行部より、陳情内容に係る現状及び執行部の考え方について説明

をいただき、委員各位より質疑をお受けいたします。 

 質疑を終結し、執行部退出の後、委員各位より御意見を伺う形で進めてまい

ります。 

 休憩をして進めてまいります。 

暫時休憩いたします。 

午前９時５７分 休憩 

 

○陳情第１号 名取市所有の土地の借用についての陳情 

（財政課） 

・市有財産の貸付け等について、条例・規則に基づき、普通財産の場合は貸付

けにより、行政財産の場合は使用の許可により、また、各施設の管理に関する

規定がある場合は、その規定に基づいて、申請者に対する使用許可を行ってい
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る。 

・今年度キッチンカーを用いた営業行為に対する行政財産目的外使用許可は、

北釜防災公園及び十三塚運動公園の敷地内において３件の実績がある。いずれ

においても、名取市公園条例に基づき、１日につき 500円の使用料を徴収して

いる。 

・市の考え方として、本来、行政財産の目的外使用が許可できる要件として、

地方自治法の「その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可する

ことができる」という規定の趣旨に照らした場合、無償とすることで、同業者

の殺到などが起き目的外使用許可ができる要件を欠いてしまう懸念があるため、

今後もこれまで同様に条例等に基づき、使用料の徴収を行い、施設運営の本来

の姿が損なわれない範囲で、許可を行いたい。 

（中小企業等支援対策室） 

・感染予防のステッカー等について、「感染防止：ＳＴＯＰ！コロナ対策実施

中」というポスターを昨年作成しており、キッチンカーも含めた感染防止対策

を行っている事業者に配布している。そのため、新たにステッカー等を作成す

る予定はない。また、宮城県においてみやぎ飲食店コロナ対策認証制度を実施

しているが、こちらはお店を構えている店舗が対象となっており、客席を有し

ない宅配・テイクアウト専門の業態やキッチンカーを用いて営業を行うものは

対象外となっている。 

（質）令和３年度の実績の３件について、個人での申請かどうか。 

（答）全て個人での申請である。 

（質）１日 500円の使用料は前払いかどうか。 

（答）許可証を受けて、使用料を払って使用してもらうので、前払いである。 

（質）北釜防災公園と十三塚運動公園の他に申請はあったかどうか。 

（答）財政課所管のところでは把握していない。 

（質）市役所の敷地内で販売している業者については、どのような扱いか。 

（答）売店前については、職員の福利厚生として、時間を昼休みの前後と限定

し許可している。また、市民ホールでの産直市場については、市の商品のＰＲ

の場として扱っている。 

（質）貸すことのできる土地について、条例等で規定されている場所に限定さ

れるのか。 
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（答）条例等に基づき、市所有の財産については全て対象となり得る。 

（質）実績の３件の申請について、本市に在住する業者かどうか。 

（答）申請者の住所について把握していないが、他市在住の業者であっても、

許可を出すことはできる。 

（質）キッチンカーに対する支援策はあるのかどうか。 

（答）キッチンカーに対する独自の支援は行っていないが、他の市内飲食店同

様に、協力金等の対象である。 

（質）業者に対し、１日 500円で借りられることの周知は行っているのか。 

（答）周知は行っていない。 

（質）駐車場の使用場所について、市で指定したりするのかどうか。 

（答）本来の行政財産の使用目的の妨げにならないようにお願いしている。 

（質）市役所敷地内の使用許可を出す場合、どのような扱いにするのか。 

（答）職員の福利厚生のための売店前と同様の扱いにするのか、検討するが、

その場合は時間が昼休みに限られる。 

（質）使用料の支払いを後払いにすることは可能かどうか。 

（答）名取市公有財産規則の普通財産の貸付料の納期についてを準用し、後払

いにすることは可能であるが、２週間程度の限界はあると考えられる。 

（質）災害時におけるキッチンカーによる物資の供給等に関する協定書をキッ

チンカー協会と締結しているが、その後協会との意見交換等はあったのかどう

か。 

（答）災害時にどのような支援ができるのか、個別に担当課と調整は行ってい

たようだが、コロナ対策等について、財政課に連絡はない。 

（質）「感染防止：ＳＴＯＰ！コロナ対策実施中」のポスターについて、名取市

商工会と入っているが、商工会の会員でなくても、掲示することは可能かどう

か。 

（答）名取市商工会が協力し作成したので、名前が入っているが、会員でなく

ても掲示することは可能である。 

 

午前１０時３１分 再開 

○委員長（菊地 忍） 再開いたします。 

以上で、陳情１か件に係る執行部からの聞き取り調査を終了いたします。 
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執行部の皆さん、大変お疲れ様でした。 

暫時休憩いたします。 

午前１０時３１分 休憩 

 

     午前１０時３４分 再開 

○委員長（菊地 忍） 再開いたします。 

 これより、陳情１か件について、委員各位より御意見をお伺いいたします。

休憩をして進めてまいります。 

暫時休憩いたします。 

     午前１０時３４分 休憩 

 

○陳情第１号 名取市所有の土地の借用についての陳情 

・コロナ禍という緊急事態を考慮し、支援を検討すべき。 

・災害時におけるキッチンカーによる物資の供給等に関する協定書を締結して

いるので、有事の際にキッチンカーがなくなっては協定の意味がなくなってし

まうので、支援をすべき。 

・使用料の前払いではなく、一定の期限を定めて後払いを検討すべき。 

・一定のルールで使用料を徴収しているので、無償とするのは難しい。 

・陳情者に対し、もっと具体的に相談に乗り、認められている制度について情

報提供をしていくべき。 

・個人での陳情ではなく、キッチンカー協会や商工会でまとまってイベント等

の提案をすべき。 

・商売をするので、無償ではなく、有償で許可すべき。１日 500円であれば、

負担が多いわけではないと思う。場所の貸付の相場は 3,000円から 5,000円程

である。 

・条例等に基づき許可を出し、使用料を徴収するというルールを崩すべきでは

ない。 

・仙台市で予算を計上し、キッチンカー協会等に対し路上イベントの働きかけ

をしているので、本市もキッチンカー等に対し、何かしらの協力とイベントの

計画をしていくべき。 
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・市役所敷地内の許可について、職員の福利厚生として、無償で貸し出すべ

き。 

・山形県米沢市では、昼休みにキッチンカーを呼び、昼食の提供を行ったりし

ているので、参考にしていくべき。 

（まとめ） 

本件陳情については、市当局に対し、土地の借用に当たっては、条例等に基

づき使用料を徴収すべきではあるが、コロナ禍における他自治体の支援策の状

況も鑑み、必要な支援を前向きに検討すべきであることを求めることとした。 

○委員会調査報告書案の作成は委員長に一任することとした。 

 

     午前１０時４８分 再開 

○委員長（菊地 忍） 再開いたします。 

 お諮りいたします。陳情第１号に係る委員会調査報告書案の作成につきまし

ては、休憩中の協議を踏まえ、委員長に御一任願いたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（菊地 忍） 御異議なしと認めます。よって、委員会調査報告書案

の作成につきましては、委員長に一任することに決定いたしました。 

なお、委員会調査報告書案については、次回委員会においてお示したいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で、本日の付議事件は全て終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 なお、次回委員会は、６月 18日金曜日午前 10時、議員協議会室において開

催いたしますので、御参集方よろしくお願いいたします。 

大変お疲れ様でした。 

午前１０時４９分 散会 

 

 令和３年６月１４日 

総務消防常任委員会 

委員長 菊 地  忍  


